
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和４年６月１日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 冨田えいじ

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

本市の考えるまちづくりについて

⑴ 本市が考える市民主体のまちづくりとはどのようか。

⑵ 地域おこし協力隊は、地方自治体が都市地域からの移

住者を地域おこし協力隊員として任命し、農業・漁業へ

の従事、地域の魅力ＰＲ、お祭りやイベント運営など、

様々な地域協力活動を行いながらその地域への定住・定

着を図る取り組みである。市内市外在住を問わず、まち

づくりの活動のキーパーソンとなる長久手版地域おこし

協力隊を作らないか。

⑶ 各校区のまちづくり協議会活動はどのようか。

２

子供たちがいきいきと過ごすために

子供たちは可能性の塊である。いきいきと過ごすための

本市の取り組みを問う。

⑴ 保育園、小学校生活において、子供たちのマスク着用

の基準はどのようか。

⑵ 児童館おたすけたい、保育園おたすけたいの活動の現

状はどのようか。

⑶ リニモ芸大駅高架下に空きスペースがある。子供たち

が自由に使えるようにしないか。

⑷ 子供たちが夢のある将来の生き方が選択できるよう職

業などについて知る機会を作っているか。


